
◇ 障害者、高齢者の乗り降りが楽に ◇ 
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地下鉄西中島南方駅北口の改札内に地上階とホーム階

を結ぶエレベーターが６月２９日に完成しました。これは平成

16 年、地域の人たちの要望を受け、杉田市議が市交通局と

交渉を進めていたものです。梅田方面、千里中央方面 

行きのホームに１台ずつ設置されました。これで 

3 月に設置された東三国駅とあわせ、淀川区内の 

地下鉄全駅に設置されたことになります。 
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所
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地
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新
大
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仮
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が
二
〇
一
一
年
に
完
成
し
ま

す
。
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し
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、
宮
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便
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に
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り
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。
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入
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急
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は
路

線
の
敷
設
許
可
を
持
つ
十
三

と
新
大
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結
ぶ
新
大
阪
連

絡
線
に
つ
い
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も
ビ
ル
と
合

わ
せ
検
討
を
進
め
ま
す
。 

 

杉
田
市
議
は
昨
年
三
月
の

市
会
計
画
消
防
委
員
会
で
新

大
阪
駅
北
側
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
に
つ
い
て
質
疑
。
市
か
ら

「
阪
急
電
鉄
の
開
発
計
画
と

調
整
を
行
い
、
改
善
を
図
っ
て

ま
い
り
た
い
」
と
の
答
弁
を
引

き
出
す
な
ど
具
体
化
に
向
け

支
援
し
て
き
ま
し
た
。 

“伝統の一議席”を守り抜き、
喜びを分かち合う白浜氏（上）
 
激戦を勝ち抜き、支持者らと歓
声を上げる山本かなえさん（右）
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西中島南方、東三国駅にＥＶ新設 地下鉄 
御堂筋線

Ｑ：成年後見制度とはどのようなものですか？ 
Ａ：認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でな 

いとされた人に対し、法的に権限を与えられた後見人らが 
福祉サービスの利用契約を結ぶことや、悪質な訪問販売の 
被害を防ぐなど安心・安全な生活を手助けするものです。 
本人の判断能力の程度に応じて、後見・補佐・補助の3つに 
分けられます。  

Ｑ：どのような手続きが必要ですか？ 
Ａ：まず本人、配偶者、４親等以内の親族らから家庭裁判所に審判を申し

立てます。申立人、本人、成年後見人候補者らに家裁が事情を聞き、
本人の精神鑑定をします。必要と判断すれば家裁が後見人などを選び
ます。多くの場合、申立書に記載した候補者が選ばれますが、事例に
よっては弁護士、司法書士といった専門家が選ばれることもあります。 

Ｑ：詳しいことを知りたいときはどこに聞けばいいですか？  
Ａ：大阪市は成年後見支援センター（西成区、電話０６－４３９２－８２

８２）を６月に開設しました。電話相談（月－土、午前９時－午後５
時）のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士による専門の相談（週３
回、要予約）もあります。 
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２０１１年 
完成見込む 

  

平成 18 年 3 月 16 日 
予算市会計画消防委員会 

●９月誕生日月の方から● 敬
老
優
待
乗
車
証
が
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
変
わ
り
ま
す 

公明党は敬老優待乗車証の多

機能化や経費削減の観点からＩ

Ｃカード化を推進してきました。

18

敬老優待乗車証をお持ちの方

には誕生月の前月に、新しく７０

歳を迎えられる方には誕生月の

３ヶ月前の下旬に、手続きのご案

内及び申請書を郵送します。書類

が届かない場合は、区地域保健福

祉センターへお問い合わせ下さ

い。※代理の方は手続きできませ

んのでご注意下さい。   

０６-６３０８-９８５７ 




